
◆消火器の取扱いの注意点
１、消火器を風雨にさらされる場所や、湿気が多い場所に設置しないこと。
２、消火器の状態を目で見て確認し、腐食が進んでいるものは、絶対に使用しないこと。
３、不用になった消火器は、消化剤の放射や解体といった廃棄処理は自分で行わず、回収を行っている専門
　　業者に廃棄処理を依頼すること。
　　とくに、腐食の進んでいる消火器は、破裂の可能性が大きいので、速やかに専門業者に処理を依頼する。

◆老朽化した消火器の処理に係る連絡・相談窓口について
消火器の製造メーカーを確認の上、当該メーカーに、別紙（2009年12月までのお問い合わせ先です）を参照し
ていただき直接問い合わせてください。

◇ 平成21年９月の重大製品事故公表情報（消費者庁） 〔単位：件〕　

・電気冷蔵庫 ・充電器（電気シェーバー用）

・エアコン ・ピアノ（自動演奏装置付き）

・自転車 ・ポータブルDVDプレーヤー

・雷防護装置 ・クラッチモーター（ミシン用）

・無停電電源装置 ・スイッチングハブ

・テレビ（ブラウン管）

※ 詳細な情報は、消費者庁のホームページをご覧ください。
（http://www.caa.go.jp/safety/index.html）

【発 行】 長野県 企画部 消費生活室
電話：０２６－２２３－６７７０
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://www.pref.nagano.jp/

kikaku/seikatsu/jyouhou/index.htm
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ガス機器・
石油機器に
関する事故

　ガス機器･石油機器以外の製品に関する製品起因が疑われる事故

電気洗濯
乾燥機

扇風機、エアコン（窓用）、電気こんろ、
換気扇、ノートパソコン、電子レンジ

その他 その他の主な製品の内訳
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今月のトピックス

消費者庁が発足しました。

　　　　　　　　　　　～古い消火器の破裂事故が起きています！～
　腐食が進んだ消火器を操作したことによって消火器が破裂し、負傷者が出る事
故が起きました。一般的な消火器の耐用年数は８年（住宅用消火器は３～５年）
とされていますが、耐用年数内であってもサビ、腐食、変形、キズがある消火器
は大変危険です。以下の点を参考に、消火器の取扱いには十分注意し、古くなっ
た消火器は無理に使用せず、メーカーに点検や廃棄処分を依頼しましょう。

今月のトピックス

　
　
　朝晩の冷え込みも本格的になり、ストーブやこたつなど暖房器具を出す季節になりました。しかし、しまって
おいた間に、ほこりや湿気、よごれがたまっていたり、長年使用している製品は、「経年劣化」により、配管や
コード、プラグが傷んでいるかもしれません。そのまま使うと火災を起こしたり、やけどなど事故の恐れがあり
危険です。
　また、過去に一酸化炭素中毒や火災などの事故を起こしたメーカーのリコール製品かどうかについても注
意が必要です。対象製品の回収、交換、無料点検等の情報は、新聞やメーカーのホームページに掲載されて
います。該当製品が見つかった場合や器具に異常を感じたときは、すぐにメーカーや販売店に連絡し、修理
や点検を受けましょう。

冬の初めに暖房器具を点検しましょう。










